
議

案

第

百

二

十

六

号

和

解

に

つ

い

て

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

令

和

元

年

十

一

月

二

十

八

日

提

出

者

港

区

長

武

井

雅

昭

和

解

に

つ

い

て

左

記

の

と

お

り

和

解

す

る

。

記

一

件

名

損

害

賠

償

請

求

訴

訟

事

件

に

係

る

和

解

二

当

事

者

原

告

東

京

都

港

区

芝

公

園

一

丁

目

五

番

二

十

五

号

港

区

被

告

東

京

都

中

央

区

銀

座

八

丁

目

十

七

番

五

号

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

被

告

ス

イ

ス

連

邦

ヘ

ル

ギ

ス

ヴ

ィ

ル

ゼ

ー

シ

ュ

ト

ラ

ー

セ

五

十

五

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー



被

告

東

京

都

多

摩

市

鶴

牧

二

丁

目

二

十

三

番

地

七

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

被

告

東

京

都

台

東

区

台

東

三

丁

目

十

八

番

三

号

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

三

事

件

の

要

旨

平

成

十

八

年

六

月

三

日

午

後

七

時

二

十

分

頃

、

東

京

都

港

区

芝

一

丁

目

八

番

二

十

三

号

に

位

置

す

る

港

区

が

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

（

平

成

五

年

港

区

条

例

第

二

十

六

号

）

に

基

づ

き

、

設

置

し

、

管

理

す

る

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

シ

テ

ィ

ハ

イ

ツ

竹

芝

（

以

下

「

シ

テ

ィ

ハ

イ

ツ

竹

芝

」

と

い

う

。

）

の

十

二

階

に

お

い

て

、

当

時

高

校

二

年

生

で

あ

っ

た

居

住

者

が

、

シ

テ

ィ

ハ

イ

ツ

竹

芝

に

設

置

さ

れ

た

二

基

（

四

号

機

及

び

五

号

機

）

の

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

の

う

ち

の

一

基

（

五

号

機

）

の

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

（

以

下

「

本

件

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

」

と

い

う

。

）

の

か

ご

か

ら

降

り

よ

う

と

し

た

と

こ

ろ

、

本

件

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

の

戸

が

開

い

た

ま

ま

の

状

態

で

か

ご

が

突

然

上

昇

し

、

か

ご

の

床

面

と

乗

降

口

の

枠

の

上

部

と

の

間

に

挟

ま

れ

、

亡

く

な

る

と

い

う

事

故

（

以

下

「

本

件

事

故

」

と

い

う

。

）

が

発

生

し

た

。

本

件

事

故

に

関

し

、

原

告

で

あ

る

区

は

、

本

件

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

の

交

換

工

事

等

に

要

し

た

費

用

十

三

億

八

千

四

百

十

九

万

二

千

五

百

七

十

五

円

を

賠

償

す

べ

き

責

任

が

あ

る

と

し

て

、

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

、

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

、

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

及

び

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

（

以

下

「

被

告

ら

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

平

成

二

十

二

年

七

月

六

日

、

次

に



掲

げ

る

損

害

金

等

の

支

払

及

び

仮

執

行

の

宣

言

を

求

め

る

民

事

訴

訟

を

提

起

し

た

。

（

平

成

二

十

二

年

ワ

第

二

五

二

六

三

号

）

一

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

を

被

告

と

し

て

、

製

造

物

責

任

及

び

不

法

行

為

責

任

に

基

づ

き

、

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

と

連

帯

し

て

十

三

億

八

千

四

百

十

九

万

二

千

五

百

七

十

五

円

（

た

だ

し

、

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

及

び

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

と

連

帯

し

て

十

一

億

千

七

百

四

十

四

万

四

千

三

百

九

円

を

限

度

と

す

る

額

）

を

支

払

う

こ

と

。

二

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

を

被

告

と

し

て

、

製

造

物

責

任

及

び

不

法

行

為

責

任

に

基

づ

き

、

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

と

連

帯

し

て

十

三

億

八

千

四

百

十

九

万

二

千

五

百

七

十

五

円

（

た

だ

し

、

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

及

び

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

と

連

帯

し

て

十

一

億

千

七

百

四

十

四

万

四

千

三

百

九

円

を

限

度

と

す

る

額

）

を

支

払

う

こ

と

。

三

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

を

被

告

と

し

て

、

不

法

行

為

責

任

に

基

づ

き

、

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

、

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

及

び

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

と

連

帯

し

て

十

一

億

千

七

百

四

十

四

万

四

千

三

百

九

円

を

支

払

う

こ

と

。

四

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

を

被

告

と

し

て

、

不

法

行

為

責

任

に

基

づ

き

、

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

、

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

及

び

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

と

連

帯

し

て

十

一

億

千

七

百

四

十

四

万

四

千

三

百

九

円

を

支

払

う

こ

と

。

四

和

解

条

項

（ ）

（ ）（ ）（ ）（ ）



東

京

地

方

裁

判

所

か

ら

和

解

の

勧

告

が

あ

り

、

そ

れ

を

踏

ま

え

て

、

原

告

及

び

被

告

ら

が

協

議

し

た

結

果

次

の

と

お

り

和

解

す

る

こ

と

と

す

る

。

一

各

当

事

者

は

、

今

後

、

本

件

事

故

が

二

度

と

生

じ

る

こ

と

の

な

い

よ

う

、

別

紙

一

の

と

お

り

の

再

発

防

止

を

表

明

す

る

。

二

イ

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

は

、

原

告

に

対

し

、

本

件

解

決

金

と

し

て

、

三

億

九

千

六

百

万

円

の

支

払

義

務

が

あ

る

こ

と

を

認

め

る

。

ロ

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

は

、

原

告

に

対

し

、

二

イ

の

金

員

を

、

令

和

元

年

十

二

月

二

十

日

限

り

、

原

告

指

定

の

口

座

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

支

払

う

。

振

込

手

数

料

は

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

の

負

担

と

す

る

。

ハ

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

は

、

原

告

に

対

し

、

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

が

二

イ

及

び

ロ

の

支

払

義

務

を

負

う

こ

と

を

認

め

、

そ

の

履

行

を

確

保

す

る

こ

と

を

確

約

す

る

。

三

イ

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

は

、

原

告

に

対

し

、

事

故

の

再

発

防

止

及

び

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

の

安

全

確

保

等

に

向

け

た

協

力

金

と

し

て

、

三

百

万

円

の

支

払

義

務

が

あ

る

こ

と

を

認

め

る

。

ロ

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

は

、

原

告

に

対

し

、

三

イ

の

金

員

を

、

令

和

元

年

十

二

月

二

十

日

限

り

、

二

ロ

の

口

座

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

支

払

う

。

振

込

手

数

料

は

被

告

（ ）（ ）（ ）

（ ）

、

（ ）

（ ）

（ ）



エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

の

負

担

と

す

る

。

四

イ

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

は

、

原

告

に

対

し

、

本

件

解

決

金

と

し

て

百

万

円

の

支

払

義

務

が

あ

る

こ

と

を

認

め

る

。

ロ

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

は

、

原

告

に

対

し

、

四

イ

の

金

員

を

、

令

和

元

年

十

二

月

二

十

日

限

り

、

二

ロ

の

口

座

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

支

払

う

。

振

込

手

数

料

は

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

の

負

担

と

す

る

。

五

原

告

及

び

被

告

ら

は

、

互

い

に

、

本

和

解

の

内

容

に

つ

い

て

、

正

当

な

理

由

な

く

第

三

者

に

口

外

し

な

い

こ

と

を

確

約

す

る

。

六

原

告

は

、

そ

の

余

の

請

求

を

放

棄

す

る

。

七

イ

原

告

並

び

に

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

、

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

及

び

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

は

、

原

告

と

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

、

原

告

と

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

及

び

原

告

と

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

と

の

間

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

、

本

件

に

関

し

、

本

和

解

条

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

に

、

何

ら

の

債

権

債

務

の

な

い

こ

と

を

相

互

に

確

認

す

る

。

ロ

原

告

及

び

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

は

、

原

告

と

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

と

の

間

に

は

、

本

件

及

び

東

京

地

方

裁

判

所

平

成

二

十

年

ワ

第

三

六

三

七

一

号

事

件

に

お

け

る

裁

判

上

の

和

解

に

お

い

て

留

保

さ

れ

た

原

告

と

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

（ ）（ ）（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

と

の

間

の

清

算

に

関

す

る

部

分

に

関

し

、

本

和

解

条

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

に

は

何

ら

の

債

権

債

務

の

な

い

こ

と

を

相

互

に

確

認

す

る

。

ハ

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

及

び

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

、

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

並

び

に

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

は

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

及

び

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

と

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

と

の

間

、

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

株

式

会

社

及

び

被

告

シ

ン

ド

ラ

ー

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ア

ー

ゲ

ー

と

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

と

の

間

並

び

に

被

告

株

式

会

社

日

本

電

力

サ

ー

ビ

ス

と

被

告

エ

ス

・

イ

ー

・

シ

ー

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

株

式

会

社

と

の

間

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

、

本

件

に

関

し

、

本

和

解

条

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

に

、

何

ら

の

債

権

債

務

の

な

い

こ

と

を

相

互

に

確

認

す

る

。

八

訴

訟

費

用

は

各

自

の

負

担

と

す

る

。

（

説

明

）

損

害

賠

償

請

求

訴

訟

事

件

に

お

い

て

、

和

解

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

九

十

六

条

第

一

項

第

十

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

（ ）

、








